
 【お問い合わせ】　建設部　産業観光課　農地農政係　☎945-4540

 【お問い合わせ】　福祉部　健康支援課 保健予防係　☎945-4791

　西原町では、西原町農水産物流通・加工・観光拠点施設につい
て指定管理者の公募を行い、平成30年12月の定例議会で指定
管理者として沖縄県農業協同組合（ＪＡおきなわ）が指定されま
した。それを受け、令和元年5月21日に基本協定を結びました。今
後、ＪＡおきなわと連携して西原町を盛り上げていきます！

指定管理締結式令和2年秋頃オープン予定！
平成30年度１期工事完了
基礎工事までが終わりました。

みんなで創ろう、みんなの場所

施設の指定管理者が沖縄県農業協同組合（ＪＡおきなわ）に決まりました！

～農水産物流通・加工・観光拠点施設～

全国の市町村で実施している「こんにちは赤ちゃん訪問事業」では、生後4か月までの赤
ちゃんがいる家を全部訪問します。子育て情報をお届けしながら訪問するので、お困りご
となどお気軽にお声かけください!!
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①乳幼児健診での身体計測　　②健診未受診者の受診勧奨
③ベビースクールでの託児　　 ④こんにちは赤ちゃん訪問事業
などで活躍しています。

母子保健推進員は

【お問い合わせ】　西原町農業委員会　☎945-5281

あなたの使用している土地は「農地」ではありませんか？
　農業委員会では、農地の適正な利用を図るため農地パトロールを行っています。あなたが貸している又は使用している土
地は下記のケースに該当しませんか。該当する場合は、早急に下記までご相談ください。

2.1以外で、登記簿地目が「畑」である。
地目が「畑」である場合は、農地法に基づく許可等を受けなければいけません。許可をとらずに転用した場合、農振法や農地法に違
反することとなり厳しく罰せられるおそれがあります。（原状回復命令や、懲役・罰金が科される等）

1.「農業振興地域」の「農用地区域」である。
「農用地区域」の場合、登記簿地目にかかわらず
原則として転用することはできません。（地目が
「宅地」や「雑種地」であっても、農業上の利用以
外認められません）

農業振興地域とは農業の振興を図るための地域として、県知事が市町村ご
とに指定する地域。本町の場合、「市街化調整区域」＝「農業振興地域」となり
ます。

農用地区域とはおおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土
地として設定した区域。

8広報にしはら No.568 R1.6.19 広報にしはら No.568 R1.6.1


